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2E Ⅰ 2 事業戦略に組み 込まれた標準化活動を 推進する 
基準認証政策について 

0 横田 真，藤代尚武，吉川 治 ( 経 産省 ) 

「．はじめに 遇の付与、 制定については 国際規格やガイドを 基礎とし 

「 995 年の WTO Ⅰ 丁 B 丁 協定の批准により、 国内標準 て 制定すること 及び必要な公告手続きを 行い、 他の加盟 

が国際標準に 基づくことが 要請されるようになった。 この 国等の意見を 受け付けること 等を義務づけている。 また、 

結果、 国際標準化活動はグローバル な 商取引と産業競 強制規格及び 適合性評価手続の 結果については、 他国 

争力の確保に 大きな影響力を 持つに至った。 現在政府内 のものが自国のものと 異なる場合においても、 それらが 

では国際標準化活動の 重要性が広く 共有され、 様々な政 同等であ ると認められる 場合はできるだけ 受入れることと 

策に反映されている。 一方、 産業界にあ っては、 まだ国際 されている。 

標準化の重要性の 認識が十分に 共有されておらず、 多く WTTO Ⅰ丁日下協定を 批准した結果、 JIS( 日本工業標準 ) 

の企業内での 標準化活動は、 事業戦略とは 乖離した 旧 を国際標準に 合致させる必要が 生じ、 1995 年～ 1997 

来の姿に止まっている。 年の間に整合化事業を 予算化して実施し、 国際標準と異 

このような状況下において、 我が国の基準認証政策の なる JIS 規格を国際標準に 合致させた。 また、 輸出の際、 

ミッションの 一つは、 企業経営者層や 事業戦略スタッフに 個別の国ごとの 国内標準に合致させる 必要がなくなる 一 

おける国際標準化の 意義と価値の 共有であ り、 その結果 方 、 国際標準に合致していない 製品の輸出は 困難になっ 

として企業の 利益に結びつく 戦略的な国際標準化活動の た。 さらに、 新しい技術を 開発しても、 別の技術を元にし 

推進であ る。 た 製品が国際標準化されると、 当該技術はサンクコスト 

なお、 基準認証政策全般では、 2004 年 6 月公布、 200  化してしまうというルールになった。 逆に自国の技術を 国 

5 年 10 月 施行予定の改正工業標準化法や 2004 年 10  際 標準化できると、 世界市場において 強い競争力を 持っ 

月に施行された JNLA( 試験所認定 ) 制度等の大きな 動 ことができる。 このことは、 標準化が産業競争力確保の キ 

きがあ るが、 これらに関しては、 ここでは言及しない。 一 ファウタ一の 一つになったことを 示している。 

2. Ⅵ no Ⅰ TB 丁 協定Ⅱ 3. いろいろな標準化活動 

丁日工協定とは、 1979 年 4 月に国際協定として 合意され 国際標準化は 、 ① 旧 0( 国際標準化機構 ) や正 Ca 国際 

た GATT スタンダードコードが 1994 年 5 月に丁日工協定と 電気標準会議 ) のような国際標準化機関で 策定される デ 

して改訂合意され、 1995 年「月に WTO 協定に包含され 、 ジュール標準、 ②単独の企業の 製品が市場において 圧 

たものであ る。 丁日工協定は WTO 一括協定となっており、 働的な競争力を 具えていることにより、 事実上の国際標 

WT0 加盟国全部に 適用されるものとなっている。 丁 BT 協 準となっているデファクト 標準を両極端に 、 ③業界企業が 

定は 、 工業製品等の 各国の規格及び 規格への適合性評 自主的に集まり 策定したフォーラム 標準及び④複数の 企 

価手続き ( 規格・基準認証制度 ) が不必要な貿易障害とな 業群が事実上の 国際標準化を 競 う コンソーシアム 標準 

らないよう、 国際規格を基礎とした 国内規格策定の 原則、 ( フ オーラム、 コンソーシアムの 定義は公正取引委員会報 

規格作成の透明性の 確保を規定している。 これらにより、 告 2, による ) が知られている。 

規制や規格が 各国で異なることで、 産品の国際貿易が 必 従来、 標準は品質の 確保や互換性の 担保などを目的 

要以上妨げられること ( 貿易の技術的障害 :Technical に策定されることが 多かった。 しかし現在では、 技術の デ 

Bar Ⅱ er<StoTrade) を、 できるだげなくそうとしている。 、 ジタル化とともに、 他の機器との 接続を担保する 目的で 

加盟国に対して、 強制規格、 任意規格、 適合性評価 手 標準化が行われる 事案が増加した。 前者をクオリティ 標 

続は ついて、 その運用に関しては 内国民待遇・ 最恵国待 率 、 後者をインターフェース 標準と呼ぶ ") 。 
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ウト標準形成の 動向を整理しつつ、 標準化・国際標準化 

顧客 活動の問題点・ 課題及びその 対応策を明らかにした。 更 

に 、 2004 年 6 月、 国際標準化活動基盤強化アクション プ   ランをとりまとめた。 ここでは、 産業界が主体的に 国際 標 
競合一一一企業一一 - 補完者 

Ⅰ一   --- 」 ---- ヅ     準 化活動を担い、 政府をはじめとする 関係機関が効果的 

な 支援を側面的に 行えるよう、 体制を整備し、 戦略を実施   していくため、 国際標準化活動に 携わる各当事者の「 誰 

が 」「何を」「どのように」進めるのかをできるかぎり 分かり 

図 l ValueNet 上で 傭撤 した標準化活動 やすく明示した。 

研究Ⅱ 尭 ・知的財産権 取得・ 楳車 化の一休的な 推進 

図 1 は、 A. M. ブランデンバーガーと B. 」・ネイルバ フ 

が 考案した、 市場の中で誰がフレイヤ 一で、 ど う いった 役 
  

割を担っているかを 明らかにするための 考え方の枠組み   
であ る Va 旧 e Net( 価値相関図 ) 。 ， 上にいろいろな 標準 

化 活動を重ねたものであ る。 ( 部品等の ) 供給者と企業、 
  

競合、 補完者の間には、 コストダウンを 目的とした標準化 

が 行われる。 また、 顧客と企業、 競合 ( 及び補完者 ) の間 

には、 市場創生や損失防止を 目的とした標準化活動が 行   

われる。 一方、 顧客を中心とした 事業に直結した 標準化と   

は 独立に、 社会ニーズを 充足させる目的の 標準化活動も     
存在している。       
これらのさまざまな 目的の標準化活動の 内、 最近最も 

重要視されている 部分が、 市場創生を目的とした 国際標 

準化活動であ る。 この領域の標準化活動は、 研究開発の 

成果を事業化する 際、 並行して実施される。 

4. 産業技術政策への 反映 

上記のような 環境変化に伴い、 lQQ7 年、 日本工業標 

準調査会国際部会答申として、 今後の我が国の 国際標 

準化政策の在り 方を発表後、 2000 年 5 月に 21 世紀に 

向けた標準化課題検討特別委員会報告書を 発表し、 標 

準化ニーズを 具体化するための 標準化戦略・ 国際標準 

化戦略の必要性、 標準化政策と 関連の深い知的財産権 

政策や技術政策の 方向性及びこれらの 方向性を導くた 

めの受け皿となる 新たな工業標準化システムのあ り方を 

提言した。 また、 2001 年 8 月に標準化戦略を 発表した。 

「総論 編 」では、 改めて標準化戦略策定の 背景及び目的 

を明らかにするとともに、 標準化政策を 巡る国際動向等 

を 整理した上で、 我が国の標準化戦略を 簡潔にとりまと 

めた。 一方、 「各論 編 」では、 分野ごとに、 標準化ニーズ 

及び デ ジュール標準制定の 状況を踏まえた 上で、 デファ 

図 2 総合科学技術会議での 意見具申 / 知的財産 

戦略本部における 計画策定の概要 

ぜり 
  
/f7¥               

  
  我が 由技 免の早期の 

    m 案 井本化による 巨大な 

  田昧 市村の 仮拐 

    
                  研究開発と 臆 主上 さ 一体的 臣荻 的に実屯し "-% 台 

図 3 研究開発、 知的財産権 取得、 国際標準化活動の 

シームレスな 連携 

このような 中 2003 年 6 月には、 内閣府の総合科学技 

術会議で「知的財産戦略について」の 意見が具申され、 

同年 7 月には内閣府の 知的財産戦略本部において「知的 

財産の創造、 保護及び活用に 関する推進計画」が 策定さ 

れた。 これらの内の 研究開発、 知的財産取得、 標準化に 

関する部分の 概要を図 2 に示す。 これらで強調されてい 

る点は、 研究開発、 知的財産権 取得、 国際標準化活動の 
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、 ン一 ムレスな連携 ( 図 3) と、 国際標準化活動の 意義の普 

及啓発であ る。 

その他、 2004 年になってから 経済産業省から 発表さ 

れた、 「研究開発プロバラム 基本計画」や 産構審新成長 

政策部会「新産業創造戦略」、 内閣府経済財政諮問会議 

から発表された「骨太の 方針 2004 」にはすべて、 戦略的 

に国際標準を 獲得していくべきとの 内容が含まれている。 

産 総研においても、 2003 年 1 1 月に、 産 総研工業標準 

化 ポリシーを策定し 従来にも増して 国際標準化活動を 推 

進している。 また、 2004 年度の内閣府総合科学技術会 

議、 「科学技術振興調整 費 」には政策目標として 国際標 

準化が掲げられた。 

これらの動きはすべて、 国際標準化が 市場創生の大き 

な原動力になっているという ; 忍 ; 哉の共有が、 政府関係者 

の間に浸透してきた 結果と言える。 

5. 産業界における 状況 

一方産業界においては、 2004 年Ⅰ月に、 日本経済団 

体連合会の内部組織であ る国際標準化戦略部会におい 

て「戦略的な 国際標準化の 推進に関する 提言」が発表さ 

れた。 そこでは、 国際標準化の 重要性とともに、 企業の果 

たすべき役割や 200 「年 3 月に閣議決定した 第 2 期科学 

技術基本計画と 2004 年 5 月に経済産業省が 公表した新 

産業創造戦略等に 記述のあ る重点分野における 国際標 

準化活動を推進すること、 知的財産権 の活用などが 説か 

れている。 しかしながら、 産業界においては、 この種の検 

討が開始されたばかりであ り、 経営者層においてこの 認 

識がまだ十分に 共有化されているとは 言えない状況であ 

る。 その結果、 多くの企業では、 国際標準化はボランティ 

ア 活動と位置付けられており、 事業戦略と国際標準化活 

動が乖離していることが 多い。 この乖離が更に 経営者の 

視野から標準化活動を 外す、 いわば悪魔の サ イウルにな 

っている。 換言すれば、 これまで多くの 企業における 標準 

化 活動は、 思考の中心に 技術の普及や 標準化活動その 

ものを置き、 事業遂行の常識であ る顧客や利益、 キャッ 

，ンュプ ロ一の黒字化を 中心に置いた 思考をしてこなかっ 

たと言える。 

主要な米欧の 企業やごく一部の 国内企業においては、 

事業戦略部門が 商品企画とともに 標準化戦略を 構築し、 

その指示に基づいて 研究開発や国際標準化活動が 連携 

して実施される 組織構造を具えている。 しかし、 事業戦略 

部門に所属している 標準化戦略責任者のミッションが、 研 

究開発期間を 含めた事業キャッシュフ ロ 一の黒字化なの 

か、 当該技術の国際標準化に 止まるのかは 不明であ る。 

6. 海外の状況 

デジュール標準を 策定する仕組みであ る ISO や正 C の 

組織は、 歴史的に欧州中心に 動いてきた。 現在でも 三 U 

( 欧州連合 ) には ISC@ や正 C から特権 を与えられている。 

また、 これらの組織では 一国一票の投票により 標準化の 

審議が進捗していく 仕組みになっているので、 25 カ 国を 

数える 巨 U は極めて強力な 数の力を持っている。 この強 

力なパワーを 背景に、 欧州諸国は中国をはじめとする 途 

上国に対し、 積極的に技術協力などを 組み合わせた 国際 

標準化活動の 戦略的な見方作りを 推進している。 

また、 主としてビジネススクールや 研究機関の研究者 

により、 標準化活動の 意義と価値や 標準化活動をどのよ 

うにして事業戦略に 組み込んでいくかを 研究し、 かっ 研 

究 者間の連携も 活発に行われている。 これらの研究活動 

が、 前線の標準化活動を 側面支援している。 彼らは 199 

3 年に EURAS 5 , ( 丁 he European Academy for 

Standardization: 欧州標準化学会 ) を組織し、 2002 年 ま 

でに 1700 本余の論文を 世に問うている。 それらの中に 

は、 例えば日本に 国際標準を遵守させるにはどのような 

手段が考えられるか 引 、 などの発表論文が 発表されてい 

る。 

    
      

●犬ギ                       
    

              
    

図 4 ヨーロッパにおける 標準化研究機関 

米国も WTO Ⅰ丁日工協定発効後、 急速に デ ジュール 国 

際 標準化活動を 推進するようになった。 現在では米国商 

務省において 標準化イニシアティブを 策定し、 政府、 米国 

国家標準化機関であ る ANSI( 米国標準協会 ) 及び産業 
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界の連携を強化している。 2001 年の中国の WT0 加盟 

により一大潜在市場が 出現したことも、 米国の活動を 活 

気つけている 要因になっている。 

米国における 標準に関する 研究も欧州同様に 、 多くの 

ビジネススクールや 技術経営大学院において 標準化に 

関わる講義がなされており、 毎年企業経営者、 研究者、 

政府関係者が 参加するシンポジウム ', を 開催し、 国際標 

準化活動の戦略研究結果を 共有している。 

7. 標準化経済性研究会 

我が国では、 これまで標準化に 関するシンポジウム 8, 

は 継続的に開催されているものの、 標準化活動の 意義と 

価値を深耕した 例は散発的であ った。 

このような状況をブレーウスルーするために、 2003 年 

9 月に、 当分野の研究の 中核的機能を 担う組織として「標 

準化経済性研究会」を 設けた。 計量経済学、 産業組織論、 

環境経済学などの 経済学者、 戦略経営論、 競争戦略論、 

戦略提携論などの 経営学者、 戦略的に活動している 産業 

界代表及び高い 知見を持つ関係者によって 構成した研 

究会であ る。 標準化経済性研究会での 議論の内容は 別 

発表に譲り、 ここでは最近の 議論の一端だけを 述べる。 

図 「に示した、 ネットワーウ 性を具えた 財や サービスの 

標準化活動の 市場における 効果は、 図 5 の 4 つの変化に 

収 敵 できる。 即ち標準化活動を 行うことでパイを 大きくす 

る効果があ る。 一方、 標準化の結果、 新製品が発売され 

市場が形成された 場合には、 社会的厚生が 増加し、 その 

利便性を享受できる 個々の消費者も 消費者余剰の 恩恵 

を受ける。 一方、 ト一タ ル としての生産者余剰は 増加する 

ものの、 必ずしも個々の 生産者が利益を 得る訳ではない。 

利益を確保するには、 的確な事業戦略の 立案や着実な 

遂行が不可欠であ る。 

  (3)/-       
  献ぜ ④     ①早期市場化 @ ） ②迅速な市場化 

② ， ③市場規模拡大 

製品ライフサイウル 
④寿命遅延 

図 5 標準化が市場形成に 及ぼす効果 

8. 事例検討の蓄積 

これまでの研究会の 活動により、 産業組織論の 観点や 

競争戦略論の 観点から、 標準化の価値に 関する研究活 

動をおこなってきた。 また、 国際標準化活動が 企業の事 

業戦略に基づき 遂行され、 当該企業の利益として 結実し 

た、 幾 ばくかの成功事例や 失敗事例を蓄積してきた。 こ 

れるの内の幾っかを、 順次 別 発表にて紹介する。 また、 

個別事例に関する 標準化の経済性を、 計量経済学の 一 

手法であ る ェコ / メトリウスを 用いた解析により 数値化し 

た試みも紹介する。 

9. 今後の課題及び 展開 

国際標準化活動をどのように 事業戦略に組込み、 利益 

につなげていくかという 観点での戦略研究と 事例収集を 

継続するとともに、 企業の経営者層および 戦略立案スタ 

、 ソフに対する 啓発活動を継続していく。 公表 択 データの中 

には、 個別企業の事業単位の 利益やフリーキャッシュフ 

ロ 一に関する情報がないため、 この種の検討は 隔靴掻痒 

のジレンマが 不可避であ る。 事業を成功裏 に遂行してい 

る 個別企業の実情を 少しでも掴み、 Critical Success 

Factor を抽出できるよう、 従来にも増して 産業界との連携 

を深めていく 必要があ る。 
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